
令和４年２月末現在　
推進方針記載の施策の方向性 令和３年度の取組状況

１２　歯科保健医療対策 １２　歯科保健医療対策

(母子歯科保健対策) （母子歯科保健対策）
○　保健所は関係機関と連携し、フッ化物塗布並びにフッ化物洗口が多
　くの保育所・幼稚園等で導入されることを目指し、フッ化物塗布等の
　有効かつ適切な情報の提供や導入を検討する施設等に対し技術的・専
　門的な支援を行います。

・八雲幼稚園からの依頼により、北海道作成のリーフレット（フッ化物
　洗口でむし歯予防）の配布。
・フッ化物洗口事業は、管内全小学校、今金町・せたな町全中学校、保
　育所５施設・幼稚園２施設、認定子ども園１施設で実施されている。

○　道、町及び関係団体等は連携し、むし歯予防にとっての正しい生活
　習慣やむし歯の効果的な予防法の普及に努めます。

・管内各町を通じ、歯と口の健康週間（６月４日～１０日）、口腔の健
　康づくり８０２０推進週間（１１月８日～１４日）の普及啓発を行っ
　た。

○　関係機関・団体等と連携し、むし歯予防教室や食育の観点に立った
　歯・口腔の健康づくり（よりよい食習慣の確立）のための健康教育を
　実施していきます。

・管内各町において、保育所、幼稚園での歯みがき教室などで歯科検
　診・歯科指導が実施されている。

（学童期の対策） （学童期の対策）

○　保健所は関係機関と連携し、フッ化物塗布並びにフッ化物洗口が多
　くの学校で導入されることを目指し、フッ化物塗布等の有効かつ適切
　な情報の提供や導入を検討する施設等に対し技術的・専門的な支援を
　行います。

○　各関係機関・団体と連携し、むし歯予防や歯肉炎予防を中心に正し
　い知識の普及と望ましい歯科保健行動の啓発に努めます。

・管内各町を通じ、歯と口の健康週間（６月４日～１０日）、口腔の健
　康づくり８０２０推進週間（１１月８日～１４日）の普及啓発を行っ
　た。

○　食育（食習慣の確立）の視点にも立ち、保健・医療・教育の各関係
　機関が連携し学童期の歯・口腔の健康づくりをより一層進めます。

（成人期の対策) （成人期の対策)

○　歯周病予防のため、成人が歯科検診・歯科保健指導を利用できる機
　会を確保できるよう、関係機関に対して普及啓発します。

○　歯周病と喫煙の関係及び全身の健康と口腔内の健康との関連性など
　についての知識の普及に努めます。

・歯と口の健康週間において、ポスター配布等の普及啓発を行った。
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（高齢者（要介護者）の対策) （高齢者（要介護者）の対策)
○　高齢者の口腔機能を向上し、誤嚥性肺炎などのリスクを低下させる
　ため、本人・家族並びに介護事業所の関係者などに対して、口腔ケア
　に関する知識や手法について情報提供します。

・在宅難病療養者訪問口腔ケア事業
　　管内で、２名を対象としたが、新型コロナウイルス感染症感染拡大
　防止のため、実施中止。
・令和３年度要介護高齢者歯科保健対策推進事業
（１）新型コロナウイルス感染症感染拡大防止のため、今年度中止。
（２）アンケート調査
　　　渡島保健所を中心に、介護施設又は事業所における口腔ケアや経
    口摂取の改善に繋がる取組状況の把握を行うため、当室では認知症
　　対応型共同生活介護（グループホーム）にてアンケート調査を実施
　　中。
　　実施時期：令和３年１２月１４日（火）
　　調査対象　認知症対応型共同生活介護事業所（グループホーム）
　　　　　　　渡島２３事業所、八雲８事業所

○　本人・家族などによる歯科治療及び歯科相談が受けやすい体制づく
　りに努めます。

（障がい者（児）の対策) （障がい者（児）の対策)

○　障がいのある人等への歯科健診、保健指導等を実施するとともに、
　障がいのある人等が、かかりつけ歯科医を確保し、定期的に受診でき
　るようにするため、障がいのある人等本人・家族並びにサービス事業
　所の職員などと障がい者歯科協力医との連携を図ります。

○　障がいのある人等本人・家族並びにサービス事業所の職員などに対
　して、口腔ケアの知識や手法の普及を行います。

・障がい者（児）歯科保健医療連携推進事業
　実施施設：共生サロン　八雲シンフォニー
　実施内容：歯科健診・歯科健診結果を用い、北海道障がい者歯科医療
　　　　　　協力医と共に連絡調整会を実施
　実施時期　検　　　診：令和３年１１月１０日（水）
　　　　　　連絡調整会：令和３年１２月２１日（火）
　対 象 者：１４名（通所者３４名中）
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